
『
る
を
田
町
す
る。

こ
の
頃
か
ら
節
々
に
除
鰹
祭
を
仔
ふ

ナ
も
の
が
あ
る
。

一

ア
ヲ
ム
シ
ロ
あ
を
径

一
珊
。
梅
室
が
裂
松
隠

に
砂
っ
た
時
、
『
陰
あ
ら
き
松
を
時
間
の
や
ど
り
哉
』

の
句
が
あ
っ
た
の
に
、
弟
子
謹
が
紘
仙
の
附
合
を
興

行
し
た
の
を
巻
頭
に
置
き
、
諸
岡
俳
人
の
句
が
集
め

て
あ
る
。
序
敏
等
は
な
い
が
、
天
保
三
医
年
間
十
一

周
の
袋
で
あ
る
。
椛
室
は
此
の
年
十

一
周
江
戸
上
根

町
の
瓜
に
鞠
じ
た
の
だ
か
ら
、
怨
松
路
と
い
ふ
の
は

そ
こ
で
あ
ら
う
。

ア
ヲ
モ
ノ
イ
チ
バ

車両物
市
場

金
部
の
背
物
市

場
は
背
草
辻
に
在
っ
た
。
初
め
上
今
町
に
在
っ
た
の

で
あ
る
が
、
袋
町
の
魚
市
場
が
近
江
町
に
移
っ
た
時
、

背
物
市
携
も
そ
れ
に
隣
接
す
る
宵
草
辻
に
判
じ
た
の

で
、
そ
れ
は
元
政
三
年
の
火
災
以
後
の
こ
と
か
と
思

は
れ
る

o
m川
口
で
も
魚
屋
町
の
附
近
陵
町
に
背
物

市
制
舗
が
あ
っ
た
が
、
魚
屋
町
が
近
江
間
に
合
併
し
た

凶
、
背
物
耐
携
も
背
革
辻
と
一
つ
に
な
っ
た
の
で
あ

ら
う
と
い
は
れ
る
。

ア
ヲ
ヤ
ギ
ヤ
ず

膏
細
山

能
美
郡
白
的
部
w
m
の

束
拍
に
在
る
。
前
さ
一
o
=
一
三
米
。

山
畑山
保
総
系
。

ア
ヲ
ヤ
マ
カ
ン
ス
イ

膏
山
御
水

名
は
剛
山
次
。

金
開
の
人
。
吉
川
削
会
均
に
息
ん
で
南
宗
の
制
を
相
官
〈

描
い
た
。
明
治
廿
七
年
七
且
か
ら
刈
三
年
七
且
ま
で

石
川
町脚立
工
業
箆
校
助
教
識
を
勤
め
、
同
年
七
且
廿

四
日
即
日
し
た
。

ア
ヲ
ヤ
マ
キ
ン
エ
モ
ン

膏
山
金
右
衛
門

前
回

別
家
に
仕
へ
て
二
百
石
を
領
し
、
院
長
五
年
利
長
の

大
器
寺
攻
懸
の
際
討
死
し
た。

子
孫
栴
綴
い
で
滞
に

仕

へ
た
。

ア
ヲ
ヤ
マ
ト
シ
ツ
グ

膏
山
俊
次

苅
騨
伊
豆
。

州
間
後
長
正
の
次
子
。
初
め
父
町
也
知
の
内
二
千
石
を

受
け
た
が
、
兄
間
後
正
次
の
死
後
、
そ
の
嫡
子
符
監

ア
ヲ
l
lア
ン

音
院
幼
な
る
を
以
て
三
千
石
を
奥
へ
ら
れ、

俊
次
に

一
従
ひ
、
利
AM
の
時
大
坂
の
役
に
は
魚
訪日棚
に
留
守
し

一
っ
た
。
明
和
六
年
五
十
八
援
を
以
て
裂
。

子
孫
羽
議

文
二
千
石
を
分
か
っ
て
後
見
を
一
括
し
た
。
然
る
に
育

一
た
が
、
一
光
和
元
年
五
周
二
十
日
齢
四
十
三
を
以
て
同日

一
い
で
甲
府
に
仕
へ
た
。

除
の
十
四
訟
に
及
び
、
俊
次
が
本
家
の
武
門付市
一烈
を

一
し
た
。
絡
一般
を
分
か
ち
、

一
国
三
千
五
百
石
を
長
子

一

ア
ヲ
ヤ
マ
ヨ
シ
ツ
グ

雪
山
吉
次

沼
務
佐
渡
。

引
渡
す
際
、
苦闘陥
の
家
老
早
附
庄
左
術
門
と
事
う
て

一
夜
次
に
、
二
千
石
や
次
子
俊
次
に
隅
は
り
、
そ
の
俄

一
小
手
は
奥
=
一
。
尾
張
の
入
。
姓
は
帰
。
父
は
奥
山
立
衛

之
を
手
討
に
し
た
の
で
流
刑
に
磁
せ
ら
れ
、
見
永
十

一
世
除
か
れ
た
。

一
門
古
田
訳
。
吉
次
年
十
主
に
し
て
織
間
信
長
に
仕

へ
、

九
年
八
且
十
七
日
能
青
白
木
で
奴
L
、家
断
絶
し
た
。

一

ア
ヲ
ヤ
マ
マ
ザ
ツ
グ

膏
山
正
次

沼
稿
問
後
。

一
回
医
と
し
て
七
十
行
を
受
け
た
が
、
後
使
番
と
な
り
、

ア
ヲ
ヤ
マ
ト
モ
チ
カ

青
山
知
貌
辺
倒
榊
九
郎
兵

一
問
後
見
正
の
口
町
子
。
元
利
}九
年
政
一
部
三
千
抗
百
石

一
四
百
五
十
石
を
加
へ
、
永
厳

・
元
組
年
間
ほ
功
荷
主

術
、
老
後
一
阿
と
抑
制
し
た
。
前
川
土
佐
守
的
家
間
で
、
一
奇
襲

g
、
魚

mM叫
代
に
任
じ
、
後
金
制
仰
に
問
削
っ
て
元

一
て
た
o
信
長
の
絡
後
、
前
同
利
家
の
熊
野
た
る
や
は

政
政
三
年
土
佐
守
の
厨
邸
に
和
倣
対
関
upH

と
あ
る
。

一
利
七
年
入
且
十
日
夜
し
た
o
年
H
一一。

一
て
来
。
仕
へ
、
千
石
を
脇
は
b
、
仰
ゲ
相
聞
の
役
に
従

奥
村
山
岡
市
品
は
そ
の
門
下
で
あ
っ
た
。
平
和
二
組
I
E月
一

ア
ヲ
ヤ
マ
ム
ホ
ナ
ガ

青
山
宗
長

型

書

瓦

・
一
ひ
、
次
い
で
利
長
に
仕
へ
、
二
千
石
青
崎
し
、
山本滋

授
、
年
七
十
億。

一
線
却
。
佐
渡
吉
次
の
採
で
、
砂
従
長
正
の
早
辛
子
で
あ
一
の
役
に
も
亦
功
を
立
て
た
。
翌
年
一
辿
泊
の
役
後
市
民
に

ア
ヲ
ヤ
マ
ト
モ
ツ
グ

青
山
知
次

辺
都
奥
三

・
一
る
o
前
川
利
治
に
仕
へ
て
}九
百
石
荷
受
け
、
元
利
の

一
一
一
千
石
を
加
へ
、
名
刀
一

口
を
賜
は
っ
た
o
次
い
で

持
政
o
w
H
致
九
年
組
奈
川
誤
認
詮
仕
の
後
七
千
百

↑
初
桜
山
間
に
慣
と
し
て
江
戸
に
在
っ
た
が
、
州
制
紀
段
封

一
加
賀
山
町
越
・川
以
前
阿
倍
石
・
上
野
松
枝
・
武
HM
入
ヨ
子
の

五
十
石
を
領
し
、
次
い
で
そ
の
限
軒
料
武
百
討
を

w
-の
時
、
戦
そ
喝
し
て
二
千
六
百
万一十
石
と
な
台
、
砥

一
諸
役
に
従
ひ
、
紛
到
稲
城
生
新
川
淵
魚
却
の
守
将

せ
、
定
火
約
・御
仰
殿
火
消
・
奏
者
蒋
・
寺
刑
務
行
品
川

一
泊
三
年
人
持
制
に
限
り
、
延
世
一
=
年
授
。
年
六
イ
四
。
一
と
な
り
、前
後
肢
を
合
は
せ
て

一
一
品
七
千
石
青
食
み
、

公
尿
器
奉
行
を
紅
、
文
政
六
年
御
家
老
、
九
年
録
御

一
世一示回目
俊
才
吟
以
て
時
人
の
抑
制
併
す
る
防
と
な
り
、
将

一
向
田
長
三
年
四
且
従
王
位
下
佐
渡
守
に
叙
任
し
、
十
七

近
羽
御
用
に
任
じ
、
弘
化
元
年
致
仕
し
て
供
水
析
と

一
軍
家
光
に
射
す
る
訟
平
信
網
に
比
せ
ら
れ
た
。

一
年
六
月
昨
日
魚
油
開
城
に
残
し
た
。
平
年
七
十

一
。

総
し
、
係
七
百
石
を
受
け
た
。
安
政
二
年
間
且
四
日

一

ア
ヲ
ヤ
マ
ヨ
シ
カ
ツ

膏
山
芳
雄
辺
都
四
郎
左

一

ア
ン
カ
ン
ジ
安
閑
寺

金
問
一
A
イ
λ
w
に
花
つ

段
。
知
次
文
郁
を
好
み
、
白
卸
売
能
〈
し
、
恕附阿佐一
・
一
街
門
。
父
敏
川
却
の
治
知
二
百
石
を
製
ぎ
、
組
外
に
班

一
て
、
誕
祭
穂
波
に
臨
す
る
。
寺
胞
に
初
め
北
石
坂
町

清
陰
亭
叉
は
洪
水
と
削
配
し
た
。
文
化
以
後
心
を
お
外

一
し
、
間
帯
見
切

・
物
則
前
問
番
に
任
じ
、
文
政
中
百

一
に
在
っ
た
が
、
明
治
十
七
年
今
の
地
に
移
っ
た
と
あ

の
堺
情
に
注
ぎ
、
型
殺
を
係
施
し
、
総
械
そ
郎
ひ
、

一
石
を
加
へ
、
途
に
組
版
加
に
L
Z
b
、
天
保
九
年
犯
ぜ

一
司令。

天
保
末
年
に
は
刷制
限
三
九
郎
を
胞
し
、
弘
化
三
年
三

一
ら
れ
た
。

一

ア
ン
コ
タ
ジ

安
園
寺

(
一
〉
安
凶
寺
治
ホ
|
公

九
郎
を
し
て
大
他
三
門
を
作
ら
し
め
た
。

附
附
山
県
川

一

ア
ヲ
ヤ
マ
ヨ
シ
主
力

青
山
吉
隆

泊
鰐
的
千
代
・
一
凶
寺
は
利
生
塔
と
共
に
、
足
利
氏
に
よ
っ
て
凶
別
に

良
安
の
務
に
仕
へ
た
も
、
亦
知
次
の
叶

mmに
よ
っ
た

一
典=一
・州以後
・府
敗
。
父
は
正
次
。
苦
阪
四
鼠
に
し
て

一
創
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

初
め
鍛
氏

・
臨
義
派
〈

の
で
あ
る
。

一
家
を
錨
ぎ
、
政
三
千
石
を
受
け
、
十
四
歳
に
し
て
=
二
的
政
石
に
邸
依
し
た
が
、
絞
石
は
元
弘
以
来
信
氏
等

ア
ヲ
ヤ
マ
ナ
ガ
マ
サ

青
山
長
正

初
総
長
次
。

一
千
行
を
加
へ
、
前
後
増
職
九
千
六
百
石
に
去
っ
た
。

一
が
干
支
を
取
と
し
て
、
そ
の
捧
捻
甚
深
な
る
世
説
い

辺
都
奥
=
一
-賊
倍
。
白
は
浅
野
定
近
の
子
。
そ
の
母
が

一
割
弱
批
を
以
て
跡
地
直
次
・前
山
恒
知
・寺
町
山努
院
と

一
た
。
依
っ
て
延
元
三
年
(
間
的
肱
允
)
況
E
直
義
は
和
泉

末
怒
城
烹
土
肥
但
M
m
に
再
臨
す
る
に
及
び
、
但
山内の

一
共
に
四
天
王
と
都
へ
ら
れ
、
氏
ホ
十
六
年
利
治
に
小

一
の
久
米
寺
に
培
濯
を
起
さ
し
め
、
そ
の
料
所
今
一
得
泌

養
ふ
田
山
と
な
っ
た
が
、
後
前
川
利
家
の
命
に
よ
り
背

一
松
城
に
従
ひ
、
正
保
の
初
前
山
綱
紀
の
仰
と
な
り、

一
し
、
翌
年
六
月
一
日
ま
た
侮
凶
に
寺
塔
を
建
て

l
h

劫

山
吉
次
の
郡
拍
子
と
な
b
、
そ
の
勝
一
部
七
千
石

(諸

一
一
瓜
治
二
年
齢
四
十
を
以
て
銭
。

一
一
肌
と
せ
ん
こ
と
を
紛
う
て
許
さ
れ
た
。
一
時
い
で
興
同

士
系
糾
一
一
比
四
千
七
百
況
十
石
に
作
る
も
の
出
ら
〈

一

ア
ヲ
ヤ
マ
ヨ
シ
主
力

青
山
努
殴

辺
総
四
郎
右

一
五
年
(
朕
永
三
〉
七
且
什

一
目
前
相
府
は
そ
の
沼
制
中
。定

は
非
〉
を
聞
出
ぎ
、
魚
出
城
の
守
将
と
な
っ
た
。
次
い
一
術
門
。
貸
出
町
中
召
附
さ
れ
て
こ
イ
人
扶
持
荷
受
け
、

一
め
て
、
寺
を
安
凶
、
塔
を
利
生
と
抑制
す
る
こ
と
キ
・烈

で
側
一
般
征
伐
に
功
を
ホ
て、

利
長
の
大
型
寺
攻
僚
に
一
一
組
外
川
に
班
し
、
江
戸
に
在
住
し
て
有
般
の
都
を
第

一
前
し
た
。

二
九


